
国土強靭化基本法案の早期成立を求める意見書 

 

 平成２３年３月１１日東日本大震災、同年９月当地方を襲った台風１２号による

紀伊半島豪雨災害など近年の自然災害の脅威を目の当たりにして住民の防災意識は

高まりつつあるものの、その対策はいまだ確立されておらず、早急なる取り組みを

求める声が多く上がっている。 

 脆弱と言わざるを得ない国土において、常に災害と背中合わせで、いつ来襲する

かもわからない恐怖と不安に対して、自然災害から国民の生命と財産を守ることは、

国の第一義的な責務であり、その責任において、ソフト面、ハード面における防災、

減災対策の再構築は喫緊に取り組まなければならない政治課題であると考える。 

 いかなる災害の備えであっても、その完全なる到達点は見出せないものであるが、

それゆえ異常気象による自然災害を初め、東海・東南海・南海の連動型地震、また

大津波対策など総合的見地から防災・減災対策を継続的に講じていかなければなら

ない現状にかんがみ、常に万全なる態勢のもと、最優先で広範多岐にわたる施策に

取り組むことのできる環境整備が必要不可欠である。 

 よって、国においては災害に強い国土の形成と社会を再構築するため、今国会に

議員立法として提出されている国土強靭化基本法案を早期に成立させ、防災・減災

対策に係る法整備を早急に図られるよう強く求める。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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